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プロポーザル方式実施説明書（案） 

 

第 1 章 プロポーザル参加に係る手続き等 

1 プロポーザルの概要 

(1)  業務の概要 

ア 業務委託名 デジタルプロモーション業務 

イ 業務内容 別紙「業務説明資料」のとおり 

ウ 履行期間 契約締結日から令和 9年 3月 31 日まで 

エ 契約上限金額 9,650 千円（消費税及び地方消費税を含む） 

  

(2)  書類一覧 

   本プロポーザル方式で用いる書類は次のとおりとする。 

1 公告文 

2 契約書 

3 業務説明資料 

4 評価基準 

5 プロポーザル方式実施説明書 

6 様式 1 参加意向申出書 

7 様式 2 参加資格確認結果通知書 

8 
様式 3-1 質問書 

様式 3-2 質疑応答書 

9 様式 4 企画提案書 

10 様式 5 企画提案書等の取扱いに関する回答書 

11 様式 6 結果通知書 

12 別記 1 企画提案書等の取扱いに関する確認依頼 

13 別記 2 暴力団排除に関する誓約書 

14 別記 3 入札参加資格審査申請に準じた書類 

15 市税の納付又は納入状況照会に関する同意書 

16 委任状 

 ※6～14 は、プロポーザル方式実施説明書に添付 

  

(3)  スケジュール 

  本プロポーザル方式におけるスケジュールは次のとおりとする。 

参加意向申出書提出期間 令和 7年 12 月 25 日（木）から令和 8年 1月 16 日（金）午後 3時 

質問書受付期間 令和 7年 12 月 25 日（木）から令和 8年 1月 16 日（金）午後 3時 

参加資格確認結果通知書

交付日 

令和 8年 1月 20 日（火）午前 9時以降 

質問に対する回答送付日 令和 8年 1月 20 日（月） 

企画提案書等提出期間 令和 8年 1月 20 日（月)から令和 8年 2月 3日（火）午後 5時 
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1 次審査(書類)結果送付日 令和 8年 2月 10 日（水）予定  

ヒアリング実施日 令和 8年 2月 16 日（月）予定 ※時間は後日連絡 

特定・非特定の通知日 令和 8年 2月 20 日（金） 

契約締結 特定結果通知書を送付した日より 7日以内 

 

2 担当部署及び問い合わせ先 

   〒430-8652 浜松市中央区元城町 103-2   

         浜松市 産業部 観光・シティプロモーション課（浜松市役所本庁舎 4階） 

         電話 053-457-2293 FAX 050-3730-8899 

         メールアドレス cp@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

3 参加するために必要な資格 

  次に掲げる要件を満たす者 

  (1) 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 

(2) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成 20 年 10 月 1 日浜松市 告

示第 390 号）の規定により、令和 7・8年度の競争入札参加資格（業務委託・賃貸借 業種分類

3001 広告・宣伝・イベント業務委託又は 3099：その他の業務委託）の認定を受けている者であ

ること。 

イ 引き続き 1 年以上業務を営んでおり、入札参加資格審査申請に準じた書類を参加意向申出書

の提出期限日までに提出した者であり、納期限が到来している浜松市税に未納がない者である

こと。 

  (3) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。

また、同要綱第 1条に規定する有資格業者以外の者にあっては、同要綱別表第１及び別表第２に

定める措置要件に該当する行為を行っていないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生

手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこ

と。 

 (5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6号に規定する暴力団員又は同号に規定する

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関

係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監

査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体に該

当しない者であること。 

 4 参加手続き等 

 (1)  参加に必要な書類の提出 

  本プロポーザルの参加希望者は次により本プロポーザルの参加に必要な書類の提出をすること。 

ア 受付期限 令和 8年 1月 16 日（金）午後 3時まで（必着） 

イ 提出先  浜松市 産業部 観光・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当：晒 

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし受付期間の最終日までに必着とする。） 

エ 提出書類  
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（ア）参加意向申出書（様式 1） 

（イ）別記 3に掲げる入札参加資格審査申請に準じた書類(入札参加資格認定を有しない場合) 

(2) 参加資格確認結果通知書の交付 

   ア 交付場所 浜松市 産業部 観光・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当：晒 

イ 日時   令和 8年 1月 20 日（火）午前 9時以降         

   ウ その他  メールにて通知。電話連絡等はしない。 

           ※なお、郵送を希望する場合は、参加意向申出書を提出する際に、110 円切手を 

貼った返信用封筒を添付すること。 

 (3) 参加資格がないと認められた者の理由説明要求 

(2)で参加資格がないと認められた者は、市に対し、次のとおり説明を求めることができる。 

ア 提出方法 持参又は郵送 

         （郵送の場合は書留郵便とし、受付期間の最終日までに必着とする。） 

イ 提出期限 令和 8年 1月 22 日（木） 

          （午前 8時 30 分から午後 5時 15分まで 土曜日、日曜日及び祝日等を除く） 

ウ 提出先  浜松市 産業部 観光・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当：晒 

エ 様式   任意様式 

(4) 質問書の提出及び回答 

    本プロポーザル方式の内容について疑義のある場合は、次により質問書の提出をすること。 

質問に対する回答は、企画提案書提出期限の前 3 日間（浜松市の休日を定める条例第 1 条第 1 項 

に規定する休日を除く。）浜松市役所（業務所管課）において 

閲覧に供するとともに、参加資格を認められた者全員に通知する。なお、質問事項のない場 

合は、質問書の提出は不要とする。 

ア 提出期限 令和 8年 1月 16 日（金）午後 3時まで（必着） 

イ 提出先  浜松市 産業部 観光・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当：晒 

ウ 提出方法 持参、郵送、電子メール 

エ 回答送付日及び方法 令和 8年 1月 20 日（火）午前 9時以降 電子メールによる 

 

5 参加資格の喪失 

(1)  参加意向申出書の提出期限の日又は指名通知日から受託候補者の特定の日までの間に次のいず

れかに該当することになった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。 

ア  第 1章 3 に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者ではなくなったとき 

   イ  第 1章 4(1)エ及び第 2章 2(1)で示す書類に虚偽の記載をしたとき 

 

 

第 2 章 企画提案書等について 

1 企画提案書、その他企画提案に関する資料（以下「企画提案書等」という。）の内容 

 作成にあたっては、「業務説明資料」を確認し、業務趣旨に沿った提案をすること。 

(1)  企画提案書等は、次に掲げる内容を記載するものとする。 

ア 提案者の概要  

（ア） 法人概要  

（イ） 他団体からの受託した同種・類似事業の実績  
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（ウ） 浜松市からの業務受託実績 ほか  

イ 業務遂行の体制  

（ア） 組織図  

（イ） 業務責任者  

（ウ） 業務担当者  

（エ） クリエイター・スタッフの専門性  

（オ） 運営体制   

（カ） スケジュール（準備計画含む） ほか  

ウ 具体的な業務内容  

（ア）データ分析 

・マーケティングデータに基づくデータ分析  

（イ）ターゲッテイングおよびコンセプト設計 

・サイト更新、WEB 記事、広告配信等の事業全体で共通するコンセプトの設計 

・コンセプト設計にあたっては、「うなぎのぼりはままつ」のブランディングをベースとする 

・マーケティングに基づく事業ターゲットの選定およびその理由・根拠  

・他事業との連携内容 

（ウ）広告手法  

・ターゲットの特性に応じた広告プラットフォームの選定と効果的な手法の提案 

・実施回数および検証・改善の具体的なスキーム 

・本市に適した年間広告計画の作成 

（エ）目標 KPI の設定  

   ・事業効果に関する各指標（コンバージョン、インプレッション数、クリック数、クリック

単価など）の目標値を設定  

（オ）Web サイト及びウェブコンテンツのコンセプトおよびイメージ  

・本業務の目的を達成するために設定するコンセプトに基づく、 WEB ポータルサイト、

WEB 記事、バナーなど制作物のイメージ 

・マーケティング、分析等を踏まえた具体的かつ明確な提案とすること 

・内容（サイトマップ、ディレクトリマップ） 

（カ）動画コンテンツのイメージ  

・制作する動画コンテンツの企画、手法、ターゲット及びテーマ 

・マーケティング、分析等を踏まえた具体的かつ明確な提案とすること 

・内容（構成、イメージ等） 

 

（キ） 運用管理  

・業務状況のモニタリングと改善の提案 

（ク） 広告価値の確保 

・ビューアビリティ、アドフラウド、ブランドセーフティ等の対策  

（ケ） 効果測定  

・目標 KPI 等の達成状況および効果測定の手法の提案 

・ブランディングの浸透についての成果、測定手法の提案  

（コ） その他 
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・サイトの回遊性及び滞在時間を向上させるための対策 

・次年度以降の保守経費（サーバー費、ドメイン費、システム管理費ほか）の概算額 

・セキュリティ対策 

・その他、本業務の目的を達成するため必要と思われるもの 

 

(2) 企画提案書の作成にあたっては、以下の事項に留意してください。 

ア 提案の内容については、「業務説明資料に基づき、事前調整も含めて受託者が主体となって具

体的に実施できること」をお書きください。 

イ 提案の内容については、予算の範囲内で実施できることをお書きください。別途予算が必要な

ものを提案した場合、その提案は無効となる場合があります。 

ウ 概算業務価格（上限額）は 9,650 千円（税込）です。 

エ 提案は、受託者決定後、内容を調整させていただくことがあります。 

オ 提案書の様式は自由ですが、概ね A4 版 10 枚（20 頁）程度にまとめてください。 

カ 提案書は、（1）の項目を文書で簡潔に記述してください。また、文書を補完するためにイメー

ジ図・イラスト等を使用することも可能です。 

 

2 企画提案書等の提出 

(1) 提出物 

  ア 企画提案書（様式 4） 

  イ 企画提案書等の取扱いに関する回答書（様式 5） 

    ※第 2章 5（3）及び別記 1を参照のうえ提出すること。 

  ウ その他資料 

   ・参考見積書（内訳書） 

   ・会社概要及び関連業務実績（会社パンフレット可） 

・ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証がわかる書類（認証無の場合は不要） 

・消防団協力事業所の認定を受けていることがわかる書類（認証無の場合は不要） 

・高齢者活躍宣言事業所の認定を受けていることがわかる書類（認証無の場合は不要） 

・健康経営優良法人の認定(経済産業省) を受けていることがわかる書類（認証無の場合は不要） 

・外国人材活躍宣言事業所の認定を受けていることがわかる書類（認証無の場合は不要） 

・企業のＣＳＲ活動表彰を受けていることがわかる書類（認証無の場合は不要） 

 

 (2) 提出部数 ・企画提案書、参考見積書 7部（正本 1部、副本 6部） 

    ・企画提案書等の取扱いに関する回答書、会社概要及び関連業務実績 1 部 

(3) 提出先  浜松市 産業部 観光・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当：晒 

(4) 提出期限 令和 8年 2月 3日（火）午後 5時まで 

(5) 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし受付期間の最終日までに必着とする） 

※企画提案書、参考見積書についてはデータをメールでも提出すること 

 

3 企画提案書等作成にあたっての留意点 

(1) 提案は、簡潔に記述すること。 

(2) 文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能とする。 
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(3) 具体的な設計図、模型（模型写真含む）、透視図等の使用は不要とする。 

(4) 多色刷りは可とするが、見易さに配慮をすること。 

 

4 無効となる企画提案書 

次のいずれかに該当する提案は、無効とする。 

(1) 第 2章 1及び 2に定める条件に適合しない提案。 

(2)  虚偽の記載をした提案。 

(3) 第 1章 3に示した参加資格を有しない者の提案。 

(4) ヒアリングに出席しなかった者の提案。 

(5) 参考見積金額が、実施説明書に示した契約上限金額を超える提案。 

 

5 企画提案書等の取扱い 

(1)  企画提案書等の作成及び提出等に係る費用は提案者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案書は、本プロポーザル方式における受託候補者の特定以外の目的では使用

しないものとする。 

(3) 企画提案書等は、公平性、透明性を期すために、「浜松市情報公開条例」等関連法令に基づく情

報公開請求がなされた場合、もしくは本市が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合には、

その全部を原則公開又は公表するものとする。例外的に、提案者の技術力やノウハウ等、公開又は

公表することにより提案者の正当な利益を害する情報がある場合には、本市の判断で非公開とす

るものとする。なお、公開又は公表する場合の企画提案書等の使用に関する費用は、無償とする。 

(4) 提出された書類は、特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがある。 

(5) 企画提案書等の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

(6) 企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、提出された企画提案書等を無効と

するとともに、虚偽の記載をした者に対して入札参加資格停止等の措置を行うことがある。 

 (7) 受託候補者の特定は、企画提案書等を基に行うが、契約後の業務は必ずしも提案内容に沿って実

施するものではない。 

(8) 企画提案書等の提出は、1者につき 1案のみとする。 

(9) 提出された書類は返却しないものとする。 

(10)  企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負うものとする。 

 

第 3章 審査の手続き及び受託候補者の特定 

1 企画提案書等の審査 

企画提案書等の審査は、市が選定した評価委員会が次のように行う。 

(1) 審査の実施 

ア  第 1 次審査（書面審査）  

（ア）参加資格を有する者によって提出された企画提案書等について、書面審査を実施する。 

この場合、評価点 60 点以上を提案特定の基準とする。 

（イ） 第 1 次審査の結果、上位の 3者程度に対し、イの第 2次審査を行うものとする。 

（ウ） 第 1 次審査の結果及び第 2 次審査の案内については、令和 8年 2月 10 日（予定）までに

電子メールにて通知する。 

イ  第 2 次審査（ヒアリング） 

（ア）令和 8年 2月 16 日（月）予定 ※時間は後日連絡 

     日程は変更になる場合もある。決定日時については対象者に別途連絡する。 
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（イ） 第 2 次審査は、提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提出

された企画提案書等のみを使用し、他の資料、機材等は使用しないものとする。 

（ウ） 評価基準に従い審査を行う。 

（エ） ヒアリングへの出席者は 4人以内（うち 1人は業務を中心的に担当する者が望ましい。）

とし、ヒアリング時間は 1 者あたり 30分程度（説明 15分、質疑 15 分程度）を予定してい

る。なお、オンラインにて実施する場合もある。 

ウ  評価基準 

別紙「評価基準」のとおり。 

 

2 受託候補者の特定 

(1)  提出された企画提案書等を審査し、最も優れている提案者を受託候補者として特定し、契約締結

に向けた必要な協議を行う。なお、この協議において、受託候補者からの企画提案書の内容の変更

は、原則として認めないものとする。 

(2)  受託者の特定にあたっては、2次審査の結果のみにて決定する。 

(3)  受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな受託候補者として手続きを行

うものとする。 

(4)  最低基準点をあらかじめ設定している場合 

審査の結果、いずれの提案者も最低基準点以上の点数を得られなかった場合は、受託候補者を特

定しない場合がある。 

(5)  特定・非特定の通知 

提出者のうち、受託候補者として特定した者及び特定されなかった者に対して、その旨及びその

理由を電子メールにより令和 8年 2月 20 日（金）（予定）に通知する。 

 

3 特定の取消 

受託候補者として特定された者は、特定の日から契約締結の日までの間に、次の（1）、（2）に該当す

ることになった場合には、当該プロポーザル方式における受託候補者としての特定は取消しするもの

とし、契約締結は行わないものとする。この場合、次順位の者を新たな受託候補者として手続を行うも

のとする。 

  （1） 第 1章 3に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者でなくなったとき 

  （2） 第 1章 4(1)エ及び第 2章 2(1)で示す書類に虚偽の記載をしたとき 

 

第 4章 その他 

1 手続において使用する言語及び通貨 

(1) 言語  日本語 

(2) 通貨  日本国通貨 

2  契約書作成の要否 

   要する。 

3  その他 

本市が本プロポーザル方式のために作成した資料は、本市の了解なく公表、使用することはでき 

ないものとする。 


